
平成 19年 8月 28日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会

会 長 鷲 見 富 士雄

(公印省略)

毒物及び劇物指定令等の一部改正について (通知)

このことについて、平成 19年 8月 23日 付け薬第 565号 をもつて茨城県保健福祉部

長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



薬 第 5 6

平成 1 9年 8月

茨城 県毒物劇 物保 安 協会長  殿

茨城県保健福祉部長

毒物及び劇物指定令等の一部改正 について (通知)

この ことについて、平成 1 9年 8月 1 5 日 付 け薬食発第0 8 1 5 0 0 1 号をもつて厚生

労働省 医薬食 品局長 か ら別添 の とお り通知が あ りま したので、御承知 の うえ、貴

会 関係会員 によくお知 らせ 下 さい。

号
　
日３

５

　

２



鴨ヽ

薬食発 第0 8 1 5 0 0 1 号

平成 1 9 年 8 月 1 5 日

厚生労働省 医薬食品局

毒物及び劇物指定令等の一部改正について (通知)

毒物及び劇物指定令の一部 を改正する政令 (平成 19年 政令第 263号 )(別 添

1)及 び毒物及び濠J物取締法施行規則の一
部を改正する省令 (平成 19年 厚生労働省

令第 107号 )(別 添 2)が 公布 されたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対

する周知徹底方御配慮願いたい。

なお、同旨の通知を社団法人 日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会

会長、 日本製薬団体連合会会長、社団法人 日本薬剤師会会長及び社団法人 日本化学工

業品輸入協会会長あてに発出 しているので申し添える。

記

第 1 毒 物及び劇物指定令の一部を改正する政令について

1 次 に掲げる物を毒物に指定 したこと。

(1)一 一 ドデシルグアニジエウム=ア セター ト (別名 ドジン)及 びこれを含有す

る製剤 (一― ドデシル グアニジエウム=ア セター ト六五%以 下を含有す るもの

を除 く。)

2 次 に掲げる物を濠J物に指定 したこと。

(1)三 一 (アミノメチル)ベ ンジルアミン及び これを含有する製剤 (三一 (アミ

ノメチル)ベ ンジルア ミン八%以 下を含有す るものを除 く。)

(2)O一 エチル =S― プロピル 〒 [(二 E)一 二十 (シアノイ ミノ)一 三―エチ

ルイミダブリジン十~~イ ル]ホ スホノチオアート (別名イミシアホス)及 び

こ れ を 含 有 す る 製 剤 ( O 一 エ チ ル = S ― プ ロ ピ ル = [ ( 二 E ) 一 二
十

( シ ア ノ

イミノ)一 三一エチルイミダゾリジンーーーイル]ホ スホノチオアー トー 。工

%以 下を含有するものを除く。)

(3)一 ―ドデシルグアニジエウム=ア セター ト

する製剤

(別名 ドジン)六 五%以 下を含有
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3  次 に掲げる物を濠J物から除外 したこと

( 1 ) ( E ) 一
二

十

{ 二

十

( 四

―

シ ア ノ フ

エ エ
ル

) 一

一 一

[ 三

十

( ト リ
フ ル オ

ロ

メ

チル)フ エニル]エ チリデン}一 N一 [四一 (トリフルオロメトキシ)フエニ

ル]ヒ ドラジンカルボキサミドと (Z)十 二十 {二=(四 ―シアノフエエル)
一 一

= [ 三

十

( ト リ
フ ル オ

ロ

メ チ ル
) フ

エ エ
ル

] エ
チ リ デ

ン

} 一
N 一

[ 四

―

(トリフルオ ロメ トキシ)フ エエル]ヒ ドラジンカルボキサ ミ ドとの混合物

( ( E ) 一
二

―

{ 二

―

( 四

―

シ ア ノ フ
エ エ

ル ) 十

~ ―

[ 三

十

( ト リ フ ル オ
ロ

メ

チル)フ エエル]エ チ リデン〕一N一 [四― (トリフルオロメ トキシ)フ エニ

ル]ヒ ドラジンカルボキサ ミド九〇%以 上を含有 し、かつ、 (Z)一 二― 【二

― (四―シアノフエニル)十 ~―
[三十 (トリフルオロメチル)フ エニル]エ

チ リデン}一 N一 [四― (トリフルオロメ トキシ)フ エニル]ヒ ドラジンカル

ボキサ ミ ドー〇%以 下を含有するものに限る。)(別 名メタフル ミゾン)及 び

これを含有する製剤

(2)バ リウム=四 ― (五十クロロ~四 一メチルーニースルホナ トフエニルアゾ)
一三―ヒ ドロキシーニーナフ トアー ト

4 施 行期 日

平成 19年 9月 1日 から施行することとしたこと。ただ し、第 1の 3の 劇物か

らの除外に係る改正規定については、公布の 日か ら施行することとしたこと。

5 経 過措置等

新たに毒物又は濠J物に指定 された第 1の 1及 び 2に 掲げるものについては、既

に製造、輸入及び販売 されている実情にかんがみ、平成 19年 9月 1日 (施行

日)現 在、その製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成 19

年 11月 30日 までは、法第 3条 (禁止規定)、 第 7条 (毒物濠J物取扱責任者)

及び第 9条 (登録の変更)の 規定は適用 されず、また、現に存す る物については、

平成 19年 11月 30日 までは、法第 12条 (毒物又は濠J物の表示)第 1項 (法

第 22条 第 5項 において準用する場合を含む。)及 び第 2項 の規定は適用されな

いこととしたこと。

これ らの者に対 しては速やかに登録を受け、毒物濠J物取扱責任者 を設置す ると

ともに、適正な表示を行 うよ う指導すること。また、現に存す る物に関しても、

法第 12条 第 3項 、第 14条 、第 15条 、第 15条 の 2、 第 16条 等の経過措置

は定められてお らず、これ らの規定は施行 日から適用 されるものであるので、関

係業者を適正に指導すること。

第 2 毒 物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令について

次に掲げる物を農業用品目販売業者が取 り扱 うことができる濠1物に指定したこ

と。

(1 )① ―エチル=S― プロピル=[ (二 E )一 二一 (シアノイ ミノ)一 三―エチ

ルイ ミダブ リジン十~― イル]ホ スホノチオアー ト (別名イ ミシアホス)及 び

こ れ を 含 有 す る 製 剤 ( O― エ チ ル = S― プ ロ ピ ル = [ ( 二 E ) 一 二
十

(シ ア ノ



イ ミノ)一 三―エチルイ ミダブリジンーーーイル]ホ スホノチオアー トー ・五

%以 下を含有するものを除く。)

2 次 に掲げる物を農業用品 目販売業者が取 り扱 うことができる劇物の指定を解除

したこと。

( 1 ) ( E ) 一
二

―

{ 二

十

( 四

―

シ ア ノ フ
エ ニ

ル
) 十

~ ~ [ 三 一

( ト リ フ ル オ
ロ

メ

チル)フ エエル]エチリデン}一 N一[四一 (トリフルオロメトキシ)フエエル

] ヒ
ド ラ

ジ ン
カ

ル ボ キ サ ミ ド と
( Z ) 一

二

一

{ 二

十

( 四

―

シ ア ノ
フ

エ エ

ル
) 一

一― [三一 (トリフルオロメチル)フ エニル]エ チリデン}一 N一 [四― (トリ

フルオロメトキシ)フ エニル]ヒ ドラジンカルボキサミドとの混合物 ((E )
十

二

―

{ 二

十

( 四

―

シ ア ノ フ
エ エ

ル
) 十

~ ―

[ 三

一

( ト リ フ ル オ
ロ

メ チ ル
) フ

エニル]エ チ リデン}一 N一 [四― (トリフルオロメ トキシ)フ エニル]ヒ ドラ

ジンカルボキサ ミド九〇%以 上を含有 し、かつ、 (Z)一 二― {二― (四―シ

アノフエニル)一
一― [三一 (トリフルオロメチル)フ エニル]エ チ リデン)

一N― [四十 (トリフルオロメ トキシ)フ エニル]ヒ ドラジンカルボキサ ミド

ー〇%以 下を含有するものに限る。)(別 名メタフル ミゾン)及 びこれを含有

す る製剤

3 施 行期 日

平成 19年 9月 1日 か ら施行す ることとしたこと。ただ し、第 2の 2の 農業用

品 目販売業者が取 り扱 うことができる劇物の指定の解除に係 る改正規定について

は、公布 の日から施行することとしたこと。

第 3 そ の他

今般の改正部分の新1日対照表については別添 3及 び別添 4に 示す とお りであるこ

と。

また、今般、毒物又は濠J物に指定 された物及び劇物か ら除外 された物の性状、毒

性等については、別添 5の とお りであること。



別添1

政
令
第
二
百
六
十
三
号

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
三
条
の
人
並
び
に
別
表
第

一
第
二
十
八
号

及
び
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
十
九
号
の
三
を
第
十
九
号
の
四
と
し
、

第
十
九
号
の
二
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

十
九
の
三
　

一
―
ド
デ
シ
ル
グ
ア

ニ
ジ

エ
ウ
ム
Ｈ
ア
セ
タ
ー
ト

（別
名
ド
ジ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

一
―
ド
デ
シ
ル
グ
ア
ニ
ジ

エ
ウ
ム
＝
ア
セ
タ
ー
ト
六
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

第
二
条
第

一
項
第
四
号
の
三
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四
の
四
　
一一一―

（ア
ミ
ノ
メ
チ
ル
）
ベ
ン
ジ
ル
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

三
十

（
ア
ミ
ノ
メ
チ
ル
）

ベ
ン
ジ
ル
ア
ミ
ン
人
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

第
二
条
第

一
項
中
第
十
四
号
の
六
を
第
十
四
号
の
七
と
し
、

第
十
四
号
の
二
か
ら
第
十
四
号
の
五
ま
で
を

一
号
ず

つ
繰
り
下

げ
、

第
十
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。



十
四
の
二
　
①
ｌ
エ
テ
ル
＝
Ｓ
Ｉ
プ

ロ
ピ
ル
＝

［
（
二
Ｅ
）
―
二
十

（
シ
ア
ノ
イ
ミ
ノ
）
―
三
十
エ
チ
ル
イ
ミ
ダ
ブ
リ
ジ

ン

十

一
―
イ
ル
］
ホ
ス
ホ
ノ
チ
オ
ア
ー
ト

（別
名
イ
ミ
シ
ア
ホ
ス
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

①
ｌ

エ
チ
ル

＝
Ｓ
Ｉ
プ

ロ
ピ
ル
＝

［
（二
Ｅ
）
十
二
十

（
シ
ア
ノ
イ
ミ
ノ
）
―
三
十
二
チ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
十

一
―
イ
ル
山
ホ
ス
ホ

ノ
チ
オ
ア
ー
ト

一
・
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
中

０
を

例
」
し
、

の
か
ら

四
ま
で
を
の
か
ら

四
ま
で
と
し
、

０
い
次
に
次
の
よ
＞つ
に
加
え
る
。

＜４８
　

（屯
）
十
二
十

｛
二
十

（四
―
シ
ア
ノ
フ
エ
ニ
ル
）
十

一
―

［三
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
エ
ル
］

エ
チ

リ
デ
ン
）
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［四
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）
フ
エ
ニ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
と

（Ｚ
）
十
二

十

｛
二
十

（四
―
シ
ア
ノ
フ
エ
エ
ル
）
―

一
―

［三
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
エ
ル
］
エ
チ
リ
デ
ン
｝
Ｉ
Ｎ

Ｉ

［四
十

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）
フ
エ
エ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
と
の
混
合
物

（
（Ｅ
）
―
二
十

（

二

十

（

四

―

シ

ア

ノ

フ

エ

ニ

ル

）

―

一

―

［

三

―

（

ト

リ

フ

ル

オ

ロ

メ

チ

ル

）

フ

エ

エ

ル

］

エ

チ

リ

デ

ン

）

Ｉ

Ｎ

Ｉ

［四
十

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）
フ
エ
エ
ル
山
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
九
〇
％
以
上
を
含
有
し
、

か

つ
、

（
Ｚ
）
―
二
十

｛
二
十

（四
―
シ
ア
ノ
フ
エ
エ
ル
）
十

一
―

［三
十

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
エ
ル
ロ　
エ
チ
リ

デ

ン
｝
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［四
十

（ト
リ
フ
ル
オ

ロ
メ
ト
キ
シ
）

フ
エ
エ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

一
〇
％
以
下
を
含



有
す
る
も
の
に
限
る
。

）

（別
名
メ
タ
フ
ル
ミ
ゾ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
中
第
七
十
二
号
の
二
を
第
七
十
二
号
の
三
と
し
、

第
七
十
二
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

七
十
二
の
二
　

一
―
ド
デ
シ
ル
グ
ア
ニ
ジ

エ
ウ
ム
＝
ア
セ
タ
ー
ト

（別
名
ド
ジ

ン
）
六
五
％
以
下
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第

一
項
第
七
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
十
九
　
バ
リ
ウ
ム
化
合
物
。

た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

イ
　
バ
リ
ウ
ム
＝
四
―

（五
―
ク
ロ
ロ
十
四
―
メ
チ
ル
ー
二
十
ス
ル
ホ
ナ
ト
フ
エ
エ
ル
ア
ゾ
）
十
二
十
ヒ
ド
ロ
キ
シ
十
二

―
ナ
フ
ト
ア
ー
ト

ロ
　
硫
酸
バ
リ
ウ
ム

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、

平
成
十
九
年
九
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、

正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
及
び
第
七
十
九
号
の
改



２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
第

一
条
第
十
九
号
の
三
並
び
に
第
二
条

第

一
項
第
四
号
の
四
、

第
十
四
号
の
二
及
び
第
七
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
物
の
製
造
業
、

輸
入
業
又
は
販
売
業
を
営
ん
で
い

る
者
が
引
き
続
き
行
う
当
該
営
業
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
九
年
十

一
月
二
十
日
ま
で
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
二
条
、

第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
物
で
あ

っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
九
年
十

一
月
三
十
日
ま

で
は
、

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第
十
二
条
第

一
項

（同
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び

第
二
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。



局Jツ飛2

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
四
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

毒
物
及
び
劇
物
取

締
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
人
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
侑
夫

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第

一
劇
物
の
項
中
第
八
号
の
四
を
第
人
号
の
五
と
し
、

第
人
号
の
三
を
第
八
号
の
四
と
し
、

第
人
号
の
二
を
第
八
号
の

三
と
し
、

第
八
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

人
の
二
　
①
ｌ
エ
チ
ル
＝
Ｓ
Ｉ
プ

ロ
ピ
ル
＝

向
（
二
Ｅ
）
十
二
十

（
シ
ア
ノ
イ
ミ
ノ
）
―
三
―

エ
テ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
ー

一
―
イ
ル
］
ホ
ス
ホ
ノ
チ
オ
ア
ー
ト

（別
名
イ
ミ
シ
ア
ホ
ス
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

①
ｌ

エ
テ
ル
川

Ｓ
Ｉ
プ

ロ
ピ
ル
＝

［
（二
Ｅ
）
―
二
―

（
シ
ア
ノ
イ
ミ
ノ
）
十
三
十
エ
チ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
ー

一
―
イ
ル
山
ホ
ス
ホ
ノ

チ
ォ
ア
ー
ト

一
・
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。



別
表
第

一
劇
物
の
項
第
十

一

え

る

。＜４５

　

（
Ｅ
）
十
二
十

（
二
十

（四
―
シ
ア
ノ
フ
エ
エ
ル
）
十

一
―

［三
十

（ト
ナ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
エ
ル
］

エ
チ

リ

デ

ン

】

Ｉ

Ｎ

Ｉ

［

四

十

（

ト

ナ

フ

ル

オ

ロ

メ

ト

キ

シ

）

フ

エ

エ

ル

山

ヒ

ド

ラ

ジ

ン

カ

ル

ボ

キ

サ

ミ

ド

と

（

Ｚ

）

―

二

―

｛
二
十

（四
―
シ
ア
ノ
フ
エ
エ
ル
）
十

一
―

［三
十

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
テ
ル
）
フ
エ
エ
ル
］

エ
チ
リ
デ
ン
）
Ｉ
Ｎ

Ｉ

［四
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）
フ
エ
エ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
と
の
混
合
物

（
（
Ｅ
）
十
二
十

（

二

―

（

四

―

シ

ア

ノ

フ

エ

ニ

ル

）

十

一

―

［

三

十

（

ト

リ

フ

ル

オ

ロ

メ

チ

ル

）

フ

エ

エ

ル

］

エ

チ

リ

デ

ン

｝

Ｉ

Ｎ

Ｉ

［
四
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）
フ
エ
エ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ

ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
九
〇
％
以
上
を
含
有
し
、

か

つ
、

（
Ｚ
）
十
二
―

｛
二
十

（四
―
シ
ア
ノ
フ
エ
ニ
ル
）
十

一
―

［
三
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
エ
ル
］

エ
チ
リ

デ

ン
）
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［四
―

（ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）
フ
エ
エ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

一
〇
％
以
下
を
含

有
す
る
も
の
に
限
る
。

）

（別
名
メ
タ
フ
ル
ミ
ゾ
ン
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

附
　
則

こ
の
省
令
は
、

平
成
十
九
年
九
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、

別
表
第

一
劇
物
の
項
第
十

一
号
の
九
の
改
正
規
定
は
、

号
の
九

中
( 1 4 0 )
を

(1 4 1 )
と
し

(45)
か
ら

(1 3 9 )
ま
で
を
(46)
か
ら

(1 4 0 )
ま
で

と

し

(44)
の

次

に

次
の

よ

つ
ヤこ

力日



公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



別 添 3

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

①
　
圭母
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）

（毒
物
）

第

一
条
　
圭
号
物
及
び
劇
物
取
締
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
二
十
人
号

の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定
す
る
。

一
～
十
九
の
二
　

（略
）

十
九
の
三
　
十
１
ド
デ
シ
ル
グ
‐ア‐

剰
「
ニ
ウ
ム
＝
ア
セ
タ
ー
ト

（別
名
ド
ジ
ン
）

烈
判
剰
目
剰
引
創
刻
洲
斜
嘲
封

――
ゴ
靭
羽
劉
封

ジー
剖
封

＝
ア
セ
タ
ー
ト
六
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

十
九
の
四
　

　

（略
）

二
十
～
三
十

一
　

（略
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一
～
四
の
三

　

（略
）

掛

剃

た
―

料
円
封
明
引
引
剣
利
判
州
封
羽
ヨ
捌
川
掛
刊
園
剛

刻

朝

劉

射

刊

五
～
十
四

　

（略
）

ヨ
引

「

ゴ

刊

ヨ

列

３

射

科

引

判

判

川

剃

団

州

州

引

到

側

引

剣

例

割

「

対

３

及‐

酬

刑

目

利

引

劉

判

た
―

刊

判

引

封

チ

ル

＝

Ｓ

Ｉ

プ

ロ
ピ

ル

＝

［

（
二

‐
Ｅ‐

「

‐―
掛

〒
―

明

（
―

「

刀

川

利

封

川

「

――

封

刊

封

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（毒
物
）

第

一
条
　
圭母
物
及
び
劇
物
取
締
法
（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
二
十
八
号

の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定
す
る
。

一
～
十
九
の
二
　

（略
）

十
九
の
三
　

　

（略
）

二
十
～
二
十

一
　

　

（略
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一
～
四
の
三
　

　

（略
）

五
～
十
四
　

　

（略
）



を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

十
四
の
三
～
十
四
の
七

　

　

（略
）

十
五
～
三
十

一
　

　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
０
　
（略
）

(48)

掛

川

翻

剰

剤

ヨ

封

矧

習

引

鍋

留

―
―

判

掛

判

利

川

刊

鍋

引

¶

訊

ヨ

到

潮

引

刊

副

ヨ

斜

劉

引

討

引

引

掛

呂

剛

潮

ヨ

刃

∃

利

封

判

甜

刊

剰

州

――

利

鍋

引

側

訊

ヨ

ヨ

列

日

ゴ

刻

刻

剣

剖

剰

劇

倒

斜

剛

刊

鍋

引

斜

切

フ
ー

封

羽

日

珂

掛

ヨ

ーー

判

川

馴

劇

料

刻

ヨ

ー
ー

封

「

付

封

科

割

ゴ

列

羽

ヨ

刑

剰

刻

封

ヨ

ー
ー

羽

封

用

料

捌

利

鋼

馴

劉

引

「

ヨ

同

刊

ヨ

到

ヨ

斜

倒

引

討

封

淵

瑠

樹

ヨ

引

割

糾

日

劉

河

剰

例

封

潮

討

例

剖

鍋

目

馴

到

馴

創

罰

（略
）

三
十
二
～
七
十
二
　
（略
）

雪
ョ

釧

綱

引

劉

倒

創

劉

像9)|
S

(149)|

十
四
の
二
～
十
四
の
六

　

　

（略
）

十
五
～
二
十

一
　

　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

０
～
０
　
（略
）

（略
）

三
十
二
～
七
十

二

　

（略
）

は8)|
S

(14ゆ|



七
十
二
の
三
　

　

（略
）

七
十
三
～
七
十
八

　

（略
）

七
十
九
　
バ
リ
ウ
ム
化
合
物
。

た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

イ
　
バ
リ
ウ
ム
＝
四
十

（五
十
ク
ロ
ロ
十
四
十
メ
チ
ル
十
二
―
ス
ル
ホ
ナ
ト
フ

エ
エ
ル
ア
ゾ
）
十
三
十
ヒ
ド
ロ
キ
シ
十
二
―
ナ
フ
ト
ア
ー
ト

ロ
　
硫
酸
バ
リ
ウ
ム

八
十
～
百
九

　

（略
）

（略
）

七
十
二
の
二
　

　

（略
）

七
十
三
～
七
十
人

　

　

（略
）

七
十
九
　
バ
リ
ウ
ム
化
合
物
。

た
だ
し
、

硫
酸
バ
リ
ウ
ム
を
除
く

八
十
～
百
九

　

（略
）

２
　

（略
）



男U'飛4

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の

一

〇
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則

（昭
和
一

部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

一十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

別
表
第

一

（第
四
条
の
二
関
係
）

毒
物一

～
二
十
三
　

　

（略
）

劇
物一

～
八

　

　

（略
）

劉

刊

判

封

司

到

引

ｑ

斜

引

潮

刊

「

イ

″

―

判

到

引

到

科

判

引

封

剤

Ｈ

利

剖

副

¶

判

ゴ

ヨ

ー
ー

刊

対

封

引

割

ｑ

ゴ

利

封

矧

ｄ

射

料

引

湘

引

州

鍋

封

剰

州
の‐
封
～
川
洲
当
判
　
　
（略
）

九
～
十
一
の
人
　
　
（略
）

十
一
の
九
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次

メ
チ
ル
）

フ
エ

メ

ト

キ

ル

～
人
　

　

（略
）

人
の
二
～
人
の
四

　

　

（略
）

九
～
十

一
の
人
　

　

（略
）

十

一
の
九
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
４４＞
　
（略
）

(45)|(1)に

S 掲
(44)げ

る
⌒ も
略 のV を

除
く

別
表
第

一

（第
四
条
の
二
関
係
）

毒
物一

～
二
十
三
　

　

（略
）

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

た
だ
し
、
次

劇
一 物

（
Ｅ

）

ト
リ
フ
ル



ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
ニ
ル
］

エ
チ
リ
デ
ン
）
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［四
十

（

Ｈ

刻

留

割

利

劉

ヨ

フ
ー

封

刷

引

剰

刻

潮

列

留

斜

習

Ｎ

劇

渦

斜

劉

対

判

封

刊

∃

引

濁

料

引

「

引

封

羽

河

判

叫

ヨ

叫

科

囲

川

封

封

引

判

刻

∃

川

ＴＩ

剰

四

例

刊

劇

叫

団

叫

斜

封

潮

到

別

封

例

ヨ

封

子‐

鍋

ヒ‐

劃

引

ヨ

剃

到

引

剖

州

翻

劉

封

雪

司

判

引

刊

州

ｑ

ｌｌ

科

州

刊

月

馴

引

「

引

ヨ

川

河

判

叫

∃

叫

村

州

糾

州

引

剣

ｕ

フ
ー

陶
～
‐４‐＞
　
（略
）

十
二
～
六
十
七

　

　

（略
）

(45)|
S

(140)|

（略
）

十
二
～
六
十
七
　

　

（略
）

エ
エ
ル
］

エ
チ
リ
デ
ン
）
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［四
―

（ト
リ
フ
ル
オ

ロ
メ
ト
キ
シ
）

フ
エ
ニ
ル
］
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

〓
①
％
以
下
を
含
有
す
る
も

に
限

る
。

）

（別
名

メ
タ

フ
ル
ミ
ゾ

ン
）

及

び

こ
れ
を
含

有
！

引

利
劉
剤



ボ
ミ
拘
照
や
盟
饗
Ｇ
Ｍ
Ｓ
益
却
Ｇ
母
肛
鮒
投
―

革

くヽ口
ぶ
Ｇ
く
さ
′や

硼
叶
黙
Ｇ
ｓ
楔
却
剛
せ
Ｇ
墨
遇
起
）
曇
Ｑ
里
螺
理

′
Ｅ
蝉

′荘
瑠

。■
照
抱
（巡
撃
）瑚
叶
部
や
■
担
思
役
ざ
ｏ
崎
や
６
Ｇ
ぶ
嗣
程
ミ
鞄
（暇
昧
）叶
黙

′Ｄ
照
抱
（盟
饗
）瑚
思
部
ざ
ｏ
喫
（８
８
電
』やｃ
ｏ選
ｏ
ｏ
一ど
中出
毛
Ｏ
ｄ
連
区
（呂

桝
ｏ
ａ
一ど
ゃ①Ｊ
Ｏざ
ヨ

※

。や
飛
徒
慧
蝉
叶
黙
Ｇ
甜
く
さ

′棋
翌

′
回
翌

′Ｄ
ぷ
艇
抱
眠
尊
翌
服ヽ
や
ミ
拘
用
型
型
い
逆
駆
駅
腰
）
Ｑ
ヽ
逆
（腿
昧
）
叶
黙
回
球
↓翌
服ヽ
翌
硬

※

Ｇ
や
や
■
投
埋
逆
尽
寒
わ
尽
墨
船

Ю
にド
コ映

製
駅
や
料

（展
掴
憩
）艦

賦

翌

ヽ

　

僻

割

翻

倒

べ

矧

割

翌
患
芥ヨＫ
皿

割

翻

倒

酬

翻

剖

翌
襲ヽ
電
理
虫

潮
劇
ヨ

・‐
―

判

一‐
劇

（コ
＼ヽ
的日
）
８
０
Ｈ

２
Ｋ
億
）
翌
冊
く
さ
翌
逆ヽ

∃
鋼
剖
調
潮

翌
藁
震
Ｇ
盟
田

竿
（
ふ

翌
轟
雇
匝

翌
養
震
Ｇ
Щ
騨

卒
ホ
ふ

翌
益ヽ
震
理
基

や
専
．ｏ

　
い
　
と（
ト

合
＼
留
）
。ぴ

白

２
ヽ
気
）翌
冊ヽ
く
さ
翌
販ヽ

〇
〇
〇
０
　
二
ふ
ト

（翌
＼
曽
）
。め∩

自

翌
服ヽ
螺
翌
翌
便ヽ

ト
ギ∞
　
「針
　
ニ
ト
ト

（翌
＼
習
）
。ぃ∩

白

翌
搬ヽ
Ｅ
贈
翌
通ヽ
一

習

一

楽

翌

ヽ

Ｄ
禅

【翌
壇ヽ
Ⅸ

投
息
）
蝉
雄
”翌
投
息

（０
．〇門

軍
ａ　
′Ｏ

ｏｏ
ぺ
）

Ｈ
ゝ

∞
？
ｏ
　
　
　
　
　
Ｋ

中翌
壁
寒

（〇
ち
じ
ｄ住
ｆ
ｏ
＝
×
ｏ
ヾ
．Ю

∨

【Щ
眠
熊

選
く
や
ｐ
８
困
翌
一好
、本

ｐ
困
．盟

ず
妊
、超

（ｐ
黒
袷
ｏヽ

▼
器
↓

Щ
却

終
傘
翌
遷

楔
Ｑ
穐
糸
劇
根
■
鞭

郎̈
煮

代

　

図

窯
黙
や
■
鯉
佃

や
ミ
用
わ
ば
終
Ｋ

宵

　

判

　

樫

∞
―
〇
【
ｉ
Ｏ
∞
ヾ
困
．Ｏ

Ｚ

∽
＜
〇

ヾ
．濫

困
咽
中
Ｑ

雨〇
。Ｚ
艦

工
母

０

へ
工
Ｚ
　
・／
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